
国 土 建 第 ２ ０ ３ 号

平成２８年８月１日

各地方整備局等建設業担当部長 あて

各都道府県建設業主管部局長 あて

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

「経営事項審査の事務取扱いについて（通知 」の一部改正について）

今般、建設業法施行規則の一部を改正する省令（平成２７年国土交通省令第８３号）

の施行により、解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって国土交通

（ 「 」 。） 、大臣の登録を受けたもの 以下 登録解体工事試験 という に合格した者について

解体工事業に係る一般建設業の営業所専任技術者（主任技術者）の要件の一つに位置づ

けられた。また、建設業法施行規則の一部を改正する省令（平成２８年国土交通省令第

４７号）の施行により、基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であ

って国土交通大臣の登録を受けたもの（以下「登録基礎ぐい工事試験」という ）に合。

格した者について、とび・土工工事業に係る一般建設業の営業所専任技術者（主任技術

者）の要件の一つに位置づけられた。

これに伴い、登録解体工事試験及び登録基礎ぐい工事試験に合格した者に係る経営事

項審査での技術職員数の項目における取扱いについて定める必要があることから、経営

事項審査の項目及び基準を定める件（平成２０年国土交通省告示第８５号）を改正し、

これらの合格者について、経営事項審査の技術力評価（Ｚ点）のうち、技術職員の項目

において２点と評価することとした。

これを踏まえ、経営事項審査の事務取扱いを下記のとおり改正することとしたので、

通知する。

記

経営事項審査の事務取扱いについて（平成２０年１月３１日付け国総建第２６９号）

の一部を別添のとおり改正する。

附 則

この通知は、発出日から適用する。
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２
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係
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イ
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③
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２
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（
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。
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す
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